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各都道府県・指定都市教育委員会学校保健主管課  

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課  

附属学校を置く各国公立大学法人担当課 御中 

小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する  

構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を  

受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課  

 

 

 

 

    文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 

 

 

 

令和３年度「歯と口の健康週間」の実施について 

 

 

 標記について、別紙実施要領により実施することとなりました。 

 ついては、域内の教育委員会及び学校に対し、本週間の趣旨等の周知を図るとともに、こ

の機会に、学校歯科保健参考資料「『生きる力』をはぐくむ学校での歯・口の健康づくり 令

和元年度改訂」等の指導資料を広く活用し、指導の充実を図るほか、歯の保健指導に関する

学校と家庭との連携に一層ご配慮くださるようお願いします。 

また、実施に当たっては、学校の負担軽減及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止

に十分留意くださるようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

（担当） 

文部科学省初等中等教育局 

健康教育・食育課保健指導係 

TEL：03-5253-4111(2918) 

 


